
ことができる。前者を車体の振動またはぱねよ質量 (sprung­

mass) の振動， 1走者をぱね下質量 (unsprung-mass) の接動とい

う。ただし台車の場合のばね下質量とは，通常軌ばねまたは釣

合ばねより 下の部分，すなわち車輪制Iおよびそれに付帯干して振

動する部分の質量をいう。

車体の振動は111体が一体となってゆれ動く振動と ， 車体が部

分的に紺|か くふるえる振動とに大別することができる。 ïîíJ者を

動揺といい， 1走者を俗にぴぴり振動という。

車体の動揺はその振動の様式によって， 一般につきーの 6till類

に分けられる。

|前後方向一前後動

並進巡動 {左右方向ー左右動

l 上下方向 上下動

前後水平n~u まわりー

ローリ ング (rolli ng) または横ゆれ

} 左右水平刺i まわり
回転迎jfOJ ( 

目 ピ ッ チング (pitching) または縦ゆれ

霊rtIil~h まわり ー

ヨーイング (yawing) またはかたゆれ

これらの中で純粋の左右動は通常単独には存在しないで ロ ー

リ γ グを伴ない， 下心ローリ γグ(草取h付近を中心とする回転振

動)と，上心 ローリ Y グ(天じよう付近会中心 とする回転振動)

とになって現われる。通常下心 ロ ーリ ングの方が顕著に現われ

るので，単にローリングというときはこれを指すことが多い。

2 答率の振動

普通のボギー客車または電車の走行中に現われるおもな振動

にはつぎのようなものがある。上下方向の動揺としては振動数

1.5-2.5cPs (cycle per second) の上 Fíff)J，およびピッチ γグが 50

km/h 付 近から上の速度で現われる。 これは線路の上下方向の

不整によって誘起される。左右方向の動揺と しては約 50 km/h

を度としてそれより低速では 0.6-0.8cps の下心ローリ ソグが

現われ， それより上の速度では 1.0-2.0cps のヨーイングが現

われる。これらの動揺は主として台市の蛇行動によって誘起き

れる。前後振動としてはとくに電動車の場合に 5-8cps のもの

が 70 km/h 付近以上の高速でL、ちじるしく生ずることがある。

この探動はレ ー ノレの継目付近の局部的沈 Fの大きい所で激しく

誘起される。 ひびり振動としては娠耳目J数 6-15cps の車体の低

次の ~!ìí性振動， 15cps 以上に無数に存在する車体の局部的振動，

5-8 cps の台車の振動および 20-60cps に散在するばね下質量

の摂動等が混合して現われる。 これらは車輸の偏心， レ ー ノレ表

面lの波状摩耗およびレーノレ継目の衝撃等によって誘起される。

3 蛇行動

円すいt宙開l を持つlli輪前hはレ ー ノレ上を il!丘走する場合に， 一般

に正弦r!l!静止状のì'ili illlJを行う性質を有する。この運動をljï輪制lの

蛇行動またはへび運動としづ。答率の台車や貨車または機関"11

のように ， 2 本以上の111総輸がわく組によって前後左右に拘束

されている場合も ， その系金休の蛇行動が存在する。蛇行動に

は1'".1 励蛇行動と強制蛇行動の 2 磁がある。自励蛇行動は レ ー ノレ

がまっすぐな場合でも自励的に起るものであ って， 通常ある限

界速度以上で起り，車体のはげしい定常的な|黄娠illIJ (主 として

ヨーイ γグとロ ー リ γグ)を伴なう。 2 i誠l貨車でとくに車輪踏

而がひどく 摩耗した場合によくこの例が見られる。この蛇行動

は非常に危険であって，しばしば脱線事故の原因となる。 ~i制

蛇行動はレーノレの検出りによって強制的に誘起されるもので，

と くにレヶノレの償 rl11 りの波長が蛇行動の固有の波長に一致する

とき，共振が]に大振幅となる。普通の車両に現われる車体の過

しゃりょうの

渡的な横長高illIJは通常台111の強制j蛇l'TillIJによるも のである。

4 どんっき振動

蒸気緩関車に型転 5 1 (けんいん)される列車では，機関111 ・ 炭水

車および最前部の客車(または貨車)において ， 前後方向に激し

い衝動を伴なった振動が~われることがある。この極の振動を

どんっきf反動と呼ぶ。 通常上り勾配(こうばL 、)で牽引力の大き

い場合，または高速巡転から惰行に移った場合に現われる。こ

の振動は俊関車のピスト γ等の往復質訟の似性力による前後方

向の起探カによって，後i主11ドと炭水平閉または炭水車と客車問

の，緩衝装置によるこれら車両聞の衝突を伴なう 前後固有振動

が誘起される貌象である。(松平精)

し 伊 りょうのち ょく つう 車両の直通 (地方鉄道・軌道の)

自己所属の車両を他の鉄道または軌道線内に直通させること

であって，またこの逆の場合にも使われる。車両のiffi:j濫は特定

の車両にかぎり奥線内で共通に運転しうるこ と である。主とし

て貨111に多いが，これによって1'VIIを有しない地方鉄道 ・ 軌道・

専用鉄道が，国鉄または他の鉄道と相互に半数貨物の主[送を行

いうるし ， 国鉄と会社線相互の貨車が，両者の線内を運転しう

るのである。車両を直通させるためには(原則として)同ーの軌

i百;(例外として 3 線軌条 ・ 4 紛!ij坑条による直通がある)であるこ

とと ， 双方に接続する迎絡線が必裂であるが， また軌道負担力

その他111極別に極々の制限がある。

国鉄はI直通車両に|刻して ， 総裁の承認を嬰することと なって

いるが，自社線内に他の鉄道 ・ 軌道の車両をì'iliil!えしようとする

.ftl!.方鉄道 ・ 軌道 ・ 専用鉄道は，つぎのf虫類および図而を添付し

て所管陸連局長(軌道は五[輸大臣および建設大臣)の認可を受け

ねばならない (1) 巡e伝しようとする車両の属する鉄道または

軌道名 (2) 該車両の 111組 ・ 形式称号および記号番号 (3) 輪

車u~eおよび車輪一対の軌条市最大圧力 (4) 車輪と轍叉(てっ

さ)との関係図 (5) 乗降場と踏段との関係医I (6) 巡転しよ

うとする線路の軌条霊fJ: ・ 枕木!飲設最大間隔および枕木 Fl醤道

床厚さ (7) 該車両による橋桁(はしけた)の最大応力表(地方

鉄道法施行規貝IJ第 26 条，軌道法施行規則第 27 条により同条準

用 ， 専用鉄道規程~n2 条により同条準)fJ)。ー」直通ìlli転。

(稲田四郎)

し 々 りょうのちょくつううんよう 車両の直通運用 鉄道 ・

軌道により連絡迎輸を行うに当り ， 運輸機|郊の接続駅で旅客の

乗換，貨物の積替えをさけ， 旅客 ・ 荷主の使主主の場進 ・ 接続時

間の短縮 ・ 中継作業の軽減をはかるためiili総巡輪後関相互間で，

自運輸後|刻に属する車両を他の運輸機関の線路にわたり運用し

て輸送業務を行うことがある。このような車両の使用方法を平

両の直通運用といい， ifVi.間を同じくする鉄道 ・ 軌道 ・ 車両航送

施設を有する航路相互間に行われるが，まれには軌間を異にす

る鉄道 ・ 軌道聞でも第 3 軌条を敷設して行うこ と がある。この

車両の直通運用による jill輸はいわゆる直通運輸であり，また直

通運輸のうちには， 直通運用する事両が繊|刻111 ・ 電車 ・ 気動車

のように動力事の場合と，客車 ・ 貨車のように動力をもたない

工作両の場合とに分れ，動力事を直通巡J'1'j することは，同時に列111

の直i迅速転となる。車両の直通運用は，欧州大陸言者国間の国際

連絡巡送や，米国の鉄道聞でlぷく行われている。わが国では国

鉄と池方鉄道 ・ 軌道相互間でつぎの方式によって行われている。

1 直通運用の 1)日始

( 1 ) 貨車の場合 関係巡輸機関の所属事を共通巡用すること

が貨物運送の性質上もっとも適当であるから， 巡輸担割話l問の迷

絡巡輸契約締結により貨物の連絡迷輸の突施と同時に， 直通に

適絡性ある貨車についてI直通運用が開始される。
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